
 

21 

 

  



 

22 

◆施設の効率性の比較 

下水道事業は先行的に整備事業を進め、供用開始後に使用料を徴収することにより経費を回収するものです。経費の中には汚水量の変動によらない固定的な費用もあることから、施設の利用効率を高め、 

無駄のない運営により早期に先行投資を回収することで経営の安定性が確保できます。ここでは、施設の効率性を評価するため、施設利用率および有収率について類似団体と比較します。 

 

  事業名
項目

比較内容

※「0.0」表記の市町村は流域関連下水道であり処理場がない
※三重県下の平均値は桑名市を除外している

※三重県桑名市について
 施設利用率については、晴天時一日平均処理水量÷晴天時現在処理能力で求められるが、晴天時一日平均処理水量については、当該事業で発生した汚水の処理水量が計上されており、晴天時現在処理能力については、当該事業が保有する
 処理場の能力のみ計上しています。本市は処理場を保有しているほか、流域下水道へ接続もしているため、上記数値で施設利用率を求めると100％を超えてしまいます。

公共下水道事業
施設の効率性の比較
下水道事業は先行的に整備事業を進め、供用開始後に使用料を徴収することにより経費を回収するものである。経費の中には汚水量の変動によらない固定的な費用もあることから、施設の利用効率を高め、
無駄のない運営により早期に先行投資を回収することで経営の安定性が確保できます。ここでは、施設の効率性を評価するため、施設利用率および有収率について類似団体と比較します。

全
国
類
似
団
体
及
び
県
下
自
治
体
と
の
比
較

比較項目 〇施設利用率（％）= 晴天時平均処理水量（㎥）
×  100 〇有収率（％）= 年間有収水量（㎥）

×  100
現在処理能力（㎥） 年間汚水処理水量（㎥）

分析
施設利用率については、全国平均を下回っています。県内平均に近い値となっています。
これは、公共下水道事業については現在整備途中であり、現在は処理する汚水量に対し、施設処理能力が最大値となっ
ているためです。

処理汚水量に対して有収率が88.3%であり、約10%が不明水となっています。
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◆経営の効率性の比較 

下水道事業は、使用料収入をもって経営を行う独立採算性が原則です。雨水処理費等、一部の費用は一般会計からの繰入金が認められていますが、それ以外の経費は使用料収入で賄う必要があります。 

原則に基づく経営が運営されているか、その効率性を示す指標として、使用料単価、汚水処理原価、および経費回収率を類似団体と比較します。 

○使用料単価（円/㎥）＝              ○汚水処理原価（円/㎥）＝             ○経費回収率（％）＝
)(

)(

円汚水処理費

円使用料収入
×100 

※汚水処理費＝汚水に係る維持管理費＋資本費 

 

年間有収水量（㎥）
使用料収入（円）

年間有収水量（㎥）
汚水処理費（円）
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◆財政状態の健全性の比較 

下水道事業を将来にわたって安定的に運営していくためには、強固な経営基盤を構築することが重要です。 

事業の財政状態を明確とし、財政基盤の現況を推し量るため、処理区域内人口 1 人当たりの地方債残高を評価します。 

○処理区域内人口 1 人当りの地方債残高（千円/人）＝
)(

)(

人現在処理区域内人口

千円地方債現在高
 

 

 
事業名
項目

比較内容

全
国
類
似
団
体
及
び
県
下
自
治
体
と
の
比
較

分析
処理人口1人当たりの地方債残高は、全国、県内平均を僅かに下回っていますが、
今後、施設整備や老朽化施設の更新等により増加すると考えられます。

比較項目

1人当たりの地方債残高とは、市が発行する債券がどれだけ1人当たりに累積しているか示す指標です。
例えば、当該指標が類似団体に比べ低い場合であっても、投資規模は適切か、必要な更新を先送りしているため
残高が少額になっていないか分析を行い、経営改善を図っていく必要があります。

公共下水道事業
財政状態の健全性の比較

〇処理区域内人口1人当たりの地方債残高（千円/人）= 地方債現在高（千円）
現在処理区域内人口（人）
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（千円/人）

全国類似団体

平均
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処理区域内人口1人
あたり企業債残高
（千円/人）

三重県下

平均
288

事業名
項目

比較内容

全
国
類
似
団
体
及
び
県
下
自
治
体
と
の
比
較

分析
処理人口1人当たりの地方債残高は、三重県＋隣接1府5県平均、県内平均を上回っています。今後、施設整備や
老朽化施設の更新等によりさらに増加が見込まれます。

農業集落排水事業
財政状態の健全性の比較
1人当たりの地方債残高とは、市が発行する債券がどれだけ1人当たりに累積しているか示す指標です。
例えば、当該指標が類似団体に比べ低い場合であっても、投資規模は適切か、必要な更新を先送りしているため
残高が少額になっていないか分析を行い、経営改善を図っていく必要があります。

比較項目 〇処理区域内人口1人当たりの地方債残高（千円/人）= 地方債現在高（千円）
現在処理区域内人口（人）
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■類似団体との比較から読み取る本市の下水道事業の特徴 

事業規模を示す指標である、普及率は平均値程度となっています。 

水洗化率は、公共下水道事業は平均値程度ですが、農業集落排水事業は 2018（平成

30）年に供用開始となっている地域があり、現在接続中のため、平均値より低くなって

います。 

施設の効率性を示す指標である施設利用率については、公共下水道事業が事業拡大中

であることや、農業集落排水事業も整備完了後間もない地域があることから、低くなっ

ています。 

有収率は類似団体と同程度ですが、公共下水道事業は約 90％となっているため不明水 

は多いと推察されます。 

経営の効率性を示す指標である汚水処理原価は平均値程度となっています。一方、経

費回収率は平均を上回っていることから、汚水処理に掛かる費用を使用料収入で賄う割

合が高くなっていることが分かります。 

財政状態の健全性を示す指標である人口一人当たりの地方債残高は、公共下水道事業

は平均を下回っているものの、農業集落排水事業では平均より高い状況で、将来の安定

的な事業の継続に向けた経営改善が必要な状況にあるといえます。 
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（３）経営指標による評価 
ここでは、国土交通省・日本下水道協会により発行された「下水道経営改善ガイド

ライン（2015（平成 26）年 6 月）」に示された経営指標を用いて、本市の下水道事業

の評価を行ないます。評価を行う経営指標は以下のとおりです。 

 

表 2-3-3 類似団体と比較する指標項目 

下水道経営の現状 経営指標 備考 

①資本費が高い 債務償還年数(年) 地方債残高が適正か 

②人口減少による既存整備

区域の収入減少 
経費回収率(％) 経費回収率が適正か 

③水洗化率（接続率）の 

低迷 
水洗化率（接続率）(％) 水洗化率（接続率）適正か 

④老朽化施設が多い 管渠の平均年齢(年) 
施設の老朽化の状況を確認

する 

⑤一般会計繰入金に依存

した経営 
経費回収率(％) 経費回収率が適正か 

⑥維持管理費が高い 
有収水量当たりの維持管理費 

 (円/㎥) 
維持管理の状況を確認する 

⑦施設効率が低い 施設利用率(％) 施設効率が適正か 

 

上記の項目をガイドラインに示された基準に従い、A～C にランク分けします。A～

C のランクは次のとおり設定しています。 

 

表 2-3-4 経営指標のランク  

ランク 設定趣旨 

A ランク 原則として、下水道事業者が目標とすべきランクです。 

B ランク 

A ランクに含まれなかった事業者が区分されるランクです。 

経営指標改善に効果的と考えられる施策を実施し、A ランクを目指すべき

ランクです。 

C ランク 
A ランクおよび B ランクを達成できなかった事業者のランクです。よって、

C ランクの指標は、B ランクとなるよう早急に改善を行う必要があります。 

 

本市において 2021（令和 3）年度のデータを用い、上記の経営指標を算定した結果

を次頁に示します。  
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(公共下水道事業) 
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(農業集落排水事業) 
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■経営指標のランクから読み取る本市下水道事業の特徴 

経営指標のランク分けを行った結果、公共下水道事業の債務償還年数は A ランクとな

り、適正な状態にあるといえますが、農業集落排水事業は B ランクとなり企業債残高が

多い状況にあります。 

また、経費回収率についても、公共下水道事業は A ランクとなり、適正な状態にある

といえますが、農業集落排水事業は C ランクとなり、使用料収入で維持管理費を賄いき

れていません。 

さらに、水洗化率については、公共下水道事業は A ランクとなり、適正な状態にある

といえますが、農業集落排水事業は C ランクであることから、広報等による水洗化率の

向上対策が必要と考えられます。施設利用率についても農業集落排水事業は B ランクで

あり、水洗化率の向上により施設利用率を高めることが望まれます。 

 

 

 

 

 

（４）浄化槽市町村整備推進事業について 
浄化槽市町村整備推進事業については、公共下水道事業や農業集落排水事業のよう

に、総務省公表の公営企業年鑑に他の事業体のデータの記載がなく、全国や類似団体

との比較表やグラフが作成できないため、記載しません。 
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４. 将来の事業環境 
（１）下水道全体計画、事業計画の整理 

中央処理区と南部処理区の全体計画と事業計画を、表 2-4-1、表 2-4-2 に示します。 

また、農業集落排水施設と大規模合併浄化槽施設についてまとめたものを表2-4-3、

表 2-4-4 に示します。 

 

表 2-4-1 中央処理区における全体計画、事業計画 

 

 
 

  

日 平 均 時間最大 日 平 均 時間最大 日 平 均 時間最大 日 平 均 時間最大

70 70

名張の湯なし

事業計画は

現況接続分とする

24,360 －

濃縮-脱水-場外搬出

一級河川　シャックリ川　（名張川の支川）

－－－

1515

11.2

2.1－

－

－

2.1

14.0

－ － －

－－－

－ － －

1,185

2,322 2,322 2,322

5,3663,5782,855

9,515 11,913 17,850

1,185

2,322

2,855

9,515

24,73517,06314,157

477 477 954

2,1622,1622,162

2,658 3,331 4,997

16,62211,0938,860

15,877 18,998 27,908

2,3701,185

250469313250

61 61 61

141947514194

616161

75

61

141

61

94

61

75

3,009

－

－

－

－

－ 2648（うち工場167）

1406（うち工場162）

1999（うち工場184）

474（うち工場17）

50.3（うち工場4.6）68.6（うち工場19.5）

552（うち工場61）

2446（うち工場497）

1744（うち工場408)

3009（うち工場345）

187

99

141154

110

190

68.6

552

2,446

処
理

場

計
画

水処理方式 凝集剤添加型循環式硝化脱窒法＋急速ろ過法 －

汚泥処理方式 － 濃縮-脱水-場外搬出

放流先 一級河川　名張川

敷地面積 － － 約　260　アール

－

水処理系列数 － － ３系列

ｽﾃｯﾌﾟ流入式多段硝化脱窒法（凝集剤添加）＋急速ろ過法 ｽﾃｯﾌﾟ流入式多段硝化脱窒法（凝集剤添加）

流総値は年平
均目標水質

Ｔ－Ｐ 0.8

流総値は年平
均目標水質

Ｔ－Ｎ 8.0

15

計画放流水質
(mg/l)

ＢＯＤ

Ｔ－Ｐ 3.554.32－4.32

Ｔ－Ｎ 34.8 － 34.8 33.5

ＳＳ －154
計画流入水質

(mg/l)

ＢＯＤ

ＣＯＤ －

－190

110

Ｔ－Ｐ

Ｔ－Ｎ

ＳＳ

ＣＯＤ 1,744

計画汚濁負荷量
(kg/日)

ＢＯＤ

Ｔ－Ｐ 1.17 0.12 － － 1.17 0.12 1.17 0.12

12 0.9 12 0.9

7.2

Ｔ－Ｎ 12 0.9 － －

ＣＯＤ 29.3 5.8 － － 29.3 5.8 29.3 5.8

58 12 58 12

生活 営業

汚濁負荷量原単位

(g/人・日)

ＢＯＤ 58 12 － －

生活 営業 生活 営業 生活 営業

ＳＳ 44 7.2 － － 44 7.2 44

29,375

≒24800≒17100≒14200≒28000≒19000≒15900－－採用値

合　計

－≒28000≒19000≒15900

27,908

工　　場

地 下 水

2,370

2,322計　画

汚水量

(ｍ
3
/日)

生活汚水

営業汚水 5,366

17,85011,913

3,578

2,322

1,185

18,99815,877

70

469313250469313

汚水量

原単位
(l/人/日)

生活汚水 270

地 下 水

日 最 大 日 最 大 日 最 大 日 最 大

営業汚水

340 540

1,054

計画処理人口（人）
中期：44,191
長期：40,376

73,58261,16661,166

35,44038,06038,060

計画区域（ha） 1,286 1,286 1,286

行政人口（人）
中期：72,333

長期：64,445

排 除 方 式 分流式 － 分流式 分流式

令和22年度

（平成52年度）
計画目標年次

策 定 年 度 平成27年度

令和22年度

（平成52年度）

令和7年度

（平成37年度）

令和元年度令和元年度令和元年度

項　　目
木津川上流域流総計画

（中央処理区）

生活排水処理施設整備計画

（中央処理区）
全体計画 事業計画 備考

中期：平成37年度

長期：平成47年度

日最大

の15％
日最大の20％

設定なし（事業所等は人口換算）

長期（換算人口71,646）の汚水量

生活の30％

0.8:1.0:1.5
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表 2-4-2 南部処理区における全体計画、事業計画 

 

 
  

日 平 均 時間最大 日 平 均 時間最大 日 平 均 時間最大 日 平 均 時間最大

70 70

事業計画は
現況接続分とする

8,550 －

313250

000

2,4451,6301,301

4,335 5,428 8,133

616161

4,248 5,318 7,968

616161

75 94 141

33.6

3.60

22.4

224

888

609

1,2141,214

627

914

224

24.0－

－

－

－

－1,214

627

914

224

24.0

－

－ 94 91

181182－182

94

137

11.2

2.1－

－

－15

8.0

0.8

3.353.60－

計画目標年次

令和元年度令和元年度令和元年度

中期：平成37年度
長期：平成47年度

16,990 16,990 17,340

73,58261,16661,166

令和22年度
（平成52年度）

4処理区拡大
・百合が丘128
・つつじが丘167
・春日丘47
・南百合が丘7
将来南部処理区
として統合

349

313 469

14194

61 6161

75

250

標準活性汚泥法（既存4処理場）

名張川、青蓮寺川、釜石川

約130アール（既存4処理場）

-

項　　目
木津川上流域流総計画

（南部処理区）
生活排水処理施設整備計画

（南部処理区）
全体計画 事業計画

行政人口（人）
中期：72,333
長期：64,445

日 最 大 日 最 大 日 最 大 日 最 大

計　画
汚水量

(ｍ
3
/日)

令和22年度
（平成52年度）

令和7年度
（平成37年度）

備考

策 定 年 度 平成27年度

排 除 方 式 分流式 － 分流式 分流式

計画区域（ha） 463 463 463

計画処理人口（人）
　　　　　　　中期： 　－
　　　　　　　長期：16,909

汚水量
原単位

(l/人/日)

生活汚水 270

地 下 水

340 540

営業汚水

469313250

70

75 94 141

469

生活汚水

営業汚水

7,9685,318

1,597 2,3961,274

4,248

－ － －

－－－

2,3961,5971,274

地 下 水 1,0361,0361,036 －－－ 1,036 1,036 1,036 1,058 1,058 1,058

工　　場 200100100 － － － 200100100

合　計
10,310

8,051 11,6006,658 6,658 8,051 11,600 11,6368,1166,694

採用値 ≒11600≒8100≒6700 －－－ ≒11600≒8100≒6700 ≒6700 ≒8200 ≒11700

生活 営業 生活 営業 生活 営業 生活 営業

汚濁負荷量原単位
(g/人・日)

ＢＯＤ 58 12 － － 58 12 58 12

ＳＳ 44 7.2 － － 44 7.2 44 7.2

ＣＯＤ 29.3 5.8 － － 29.3 5.8 29.3 5.8

Ｔ－Ｎ 12 0.9 － － 12 0.9 12 0.9

Ｔ－Ｐ 1.17 0.12 － － 1.17 0.12 1.17 0.12

計画汚濁負荷量
(kg/日)

ＢＯＤ

ＣＯＤ

ＳＳ

Ｔ－Ｎ

Ｔ－Ｐ

計画流入水質
(mg/l)

ＢＯＤ

ＣＯＤ

ＳＳ

Ｔ－Ｐ

Ｔ－Ｎ 33.5

133137

33.6－

計画放流水質
(mg/l)

ＢＯＤ

Ｔ－Ｐ

Ｔ－Ｎ

-

-

1515

流総値は年平
均目標水質

流総値は年平
均目標水質

処
理
場
計
画

水処理方式 凝集剤添加型循環式硝化脱窒法＋急速ろ過法 －

汚泥処理方式 濃縮-場外搬出（中央T） 濃縮-脱水-場外搬出

放流先 青蓮寺川 －

水処理系列数 － － －

敷地面積 － － －

ｽﾃｯﾌﾟ流入式多段硝化脱窒法（凝集剤添加）＋急速ろ過法

濃縮-場外搬出（中央T）

青蓮寺川

日最大

の15％
日最大の20％

設定なし（事業所等は人口換算）

長期（換算人口25,146）の汚水量

生活の30％

0.8:1.0:1.5



 

34 

 

表 2-4-3 農業集落排水施設 

 

 
 
  

人口
(人)

日平均
汚水量
(m3/日)

日最大
汚水量
(m3/日)

R22
人口
（人）

黒田地区 1995.3 28 44.0 1520 411 456 310

滝之原地区 1996.3 27 36.2 760 206 228 245

田原地区 1997.3 26 45.3 840 227 252 362

美旗東部地区 1999.3 24 59.2 2500 675 750 696

薦原地区 2000.3 23 27.0 820 222 246 338

川西地区 2001.3 22 39.4 760 206 228 274

赤目東部地区 2004.3 19 57.4 2,580 697 774 657

赤目北部地区 2007.3 16 78.4 2,190 592 657 696

錦生西部地区 2008.3 15 53.2 1,890 511 567 472

赤目南部地区 2012.3 11 51.3 1,930 522 579 679

比奈知地区 2018.9 5 57.5 1,320 357 396 455

548.9 17,110 4,626 5,133 5,184

※1　計画値の人口は農業集落排水施設パンフレットより。汚水量は、日平均汚水量＝人口×270L/人・日、

　　　 日最大汚水量＝人口×300L/人・日で算定。

合計

将来

地区名称
事業
完了
年月

2023.3を
基準とした
経過年数

面積
(ha)

当初計画
※1
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表 2-4-4 大規模合併浄化槽施設 

 

 
 

 
  

将来

人口
(人)

日最大
汚水量
(m3/日)

R22
人口
（人）

 富貴ヶ丘ﾆｭｰﾀｳﾝ汚水処理場 1972.5 51 3,500 700

 桔梗が丘第1汚水処理場 1972.10 51 4,000 1,000

 緑が丘汚水処理場 1973.3 50 5,500 1,100

 富貴ヶ丘２期汚水処理場 1975.7 48 1,400 420

 桔梗が丘第２汚水処理場 1975.5 48 3,600 900

 桔梗が丘第３汚水処理場 1977.1 46 7,000 2,100

 桔梗が丘西住宅汚水処理場 1978.5 45 900 270

 さつき台汚水処理場 1979.6 44 3,400 1,020

 野村桔梗が丘住宅地汚水処理場 1994.2 29 1,200 300

 桔梗が丘西７番町汚水処理場 1998.7 25 640 140

 ﾆｼｻﾞﾜ名張美旗駅前団地汚水処理場 1975.3 48 1,400 420

 美旗が丘汚水処理場 1975.3 48 3,350 1,005

 うぐいす台汚水処理場 1975.9 48 1,600 480

 中村コミュニティプラント 1979.12 44 13,000 3,900

 富貴ヶ丘３期汚水処理場 1982.3 41 3,045 1,100

 藤が丘団地汚水処理場 1983.12 40 1,370 480

 すずらん台汚水処理場 1980.12 43 12,758 3,827 3,043

 梅が丘汚水処理場 1987.6 36 14,893 4,120 3,502

 つつじが丘汚水処理場 1979.5 44 24,000 7,200

 百合が丘ﾆｭｰﾀｳﾝ汚水処理場 1985.10 38 17,517 5,255

 南百合が丘住宅地汚水処理場 1997.9 26 1,320 277

 春日丘（ 学園山手コミュニティプラント） 1997.11 26 9,400 2,000

 新川（ 赤目ハイツ汚水処理場） 1977.6 46 1,664 500 407

 すみれが丘汚水処理場 1982.6 41 775 235 152

137,232 38,749 7,104

出典：施設名称～計画値は、名張市マスタープラン並びに全体計画書より

　南部百合が丘処理区（将来、南部処理区に統合）

　南部春日丘処理区（将来、南部処理区に統合）

施設名称
団地開発
完了年月

2023.3を
基準とした
経過年数

当初計画

中央処理区に接続済

　中央処理区に接続予定（事業計画済）

　南部つつじが丘処理区（将来、南部処理区に統合

　南部南百合が丘処理区（将来、南部処理区に統合）

合計
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（２）将来人口の見通し 
ア 将来行政人口の推計 

 

 
図 2-4-1 将来行政人口（社人研推計値） 

 

将来行政人口は、国立社会保障・人口問題研究所（以降、社人研）の 2018（平成 30）

年の推計値から間の数字を補完して算出します。 
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イ 処理区域内人口の推計 
 

 
 

図 2-4-2 将来処理区域内人口 

 

各処理区域における計画処理区域内人口を算出します。 

全体計画の数値を採用し、全体計画年度以降は将来行政人口の増減率を乗じて推計しま

す。 
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ウ 水洗化人口の推計 
 

 
図 2-4-3 水洗化率の実績 

 

 
図 2-4-4 水洗化率の採用値 

 

水洗化率は接続済人口を処理区域内人口で除して算出します。 
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2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 2071

水洗化率

（公共 中央）予測
（公共 南部）予測
（農集）予測

全体計画年（2040（R22））

H28 R3  R8          R13          R18         R23    R28         R33         R38         R43         R48        R53
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図 2-4-5 水洗化人口の採用値 

 

 

水洗化人口は、水洗化率の実績を踏まえつつ、数学的統計手法により推計します。 
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（３）汚水量の予測 
   将来の日最大汚水量を算定します。 

   汚水量原単位は計画値を使用します。 

 

表 2-4-5 各処理区の汚水量原単位 
 

 

 

 

 

 

 

 

水洗化人口と原単位を用いて将来の汚水量を算出した結果を以下に示します。 

 

 

 
図 2-4-6 将来の汚水量の推計 
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日最大汚水量（㎥／日） 汚水量（全体）
汚水量（中央）
汚水量（南部）
汚水量（農集）

中央処理区整備完了（R12）

南部処理区整備完了（R19）

汚水量原単位 公共 農集
日最大汚水量
(L/人・日)

468 300
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（４）使用料収入の見通し 
将来の使用料収入の見通しを算定します。 

   算出した汚水量を基に算定した結果を以下に示します。 

 

 
図 2-4-7 使用料収入の見通し 
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（５）施設について 
直近の詳細な事業スケジュールとして、公共下水道事業については、既存施設の更

新計画であるストックマネジメント計画のスケジュールを表 2-4-6 に、未普及地域の

施設整備を含めた全体計画の事業スケジュールを表 2-4-5 に示します。 

また、農業集落排水事業においては、機能強化事業を名張市第 2 期として 2021（令

和 3）年度から 2022（令和 4）年度にかけて事業計画を策定し、2023（令和 5）年度

から 2025（令和 9）年度にかけて対象地区の施設機能強化を進めます。引き続き、

2024（令和 6）年度から名張市第 3 期について維持管理適正化計画の策定を開始し、

以降順次、施設の統廃合を含めた計画の下、機能強化事業を進めます。戸別浄化槽事

業においては、浄化槽長寿命化計画を策定した上で、循環型社会形成推進交付金を活

用し、耐用年数に応じた浄化槽の改築を進めます。 

 

表 2-4-6 ストックマネジメント計画における事業スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R2 R3 R4 R5 R6 R5 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2016 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2025 2028 2029 2030 2031

全体計画
全体計画
（中央）

全体計画
（南部）

全体計画 全体計画
中央（H30年度）

南部（R2年度）

実施計画
実施計画
（中央）

実施計画
（南部）

実施計画 実施計画
中央（R1年度）

南部（R3年度）

申請
申請

（中央）
申請

(中央・南部)

見直し
申請

見直し
申請

〃

申請期間
（中央）

申請期間
（南部）

事業計画
下法

都計法
下法

都計法
全体計画

経営戦略
検討業務

改築更新
（設計）

実施設計
2-1

実施設計
2-2

改築更新
（工事）

点検・調査
点検･調査

（市実施）

点検・調
査

※必要に応じて

改築更新
（設計）

実施設計
1-1

実施設計
1-2

実施設計
2-1

実施設計
2-2

改築更新
（工事）

工事1-1 工事1-1

基本設計

詳細設計 詳細1 詳細2

土木・建築

機械・電気

改築更新
（設計）

改築更新
（工事）

耐震
(設計・工事)

耐震
診断

耐震
補強設計

耐震工事 耐震工事

改築更新
（設計）

改築更新
（工事）

耐震
(設計・工事)

耐震
診断

耐震
補強設計

耐震工事 耐震工事

改築更新
（設計）

比較的新しい施設のため
当面は更新なし。

改築更新
（工事）

改築更新
比較的新しい施設のため
当面は更新なし。

改築更新
（工事）

点検・調査 点検・調査

改築更新
（設計）

実施設計
2-1

実施設計
2-2

耐震
(設計・工)

計画策定
点検・調査
耐震診断・補強設計
実施設計
工事（改築・更新、耐震工事、増設・新設）

H28 H29 H30 R１
第1期SM計画 第1期SM計画（見直し） 第2期SM計画

備考

中
央
+

南
部
処
理
区

ＳＭ計画

第1期ＳＭ期間
(処理場・ポンプ場、ＭＰ、管渠)

第1期ＳＭ期間（処理場・ポンプ場、ＭＰ、管渠）

※中央処理区は、第1期SM計画の見直し
第2期ＳＭ期間（処理場・ポンプ場、ＭＰ、管渠）

第1期ＳＭ期間（処理場・ポンプ場、管渠）

※管渠の申請は必要に応じて

第2期ＳＭ期間（処理場・ポンプ場、管渠）

※管渠の申請は必要に応じて

その他
計画

中
央
処
理
区

中央Ｔ

工事2-1 工事2-2

管渠

点検・調査
※必要に応じて

工事1-2 工事2-1 工事2-2

中央Ｔ
（実施設計）
（建設工事）

基本設計

前処理汚泥処理棟
反応槽の一部

反応槽の一部
最終沈殿池

前処理汚泥処理棟
設備工事

水処理設備工事

南
部
処
理
区

つつじが丘
処理場

基本・詳細設計
1-1

百合が丘
処理場

基本・詳細設計
1-1

工事1-1 工事1-1

工事1-1 工事1-1

工事2-1

南百合が丘
処理場

春日丘
処理場

管渠

点検・調査点検・調査

工事2-2

※南部4処理区の適正化に係る検討
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表 2-4-7 公共下水道全体計画における事業スケジュール 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

(ha) '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 '32 '33 '34 '35 '36 '37 '38 '39 '40

31.6

73.8

47.9

47.7

66.9

8.7

6.7

25.1

11.3

23.2

47.8

45.7

164.4

49.4

2.2

38.6

120.2

38.7

21.1

3.3

76.6 76.6

115.7 115.7
中村中継ポンプ場建設

22.3 22.3

17.3 17.3

7.1 7.1

21.4 21.4

87.4 87.4

12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 ※５ヶ年で整備 64.2

0.0
３系水処理・前処理汚泥処理増設 急速ろ過建設

0.0 12.8 12.8 12.8 12.8 196.6 0.0 0.0 76.6 87.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,286.3
874.3 887.1 900.0 912.8 925.7 1,122.3 1,122.3 1,122.3 1,198.9 1,286.3 1,286.3 1,286.3 1,286.3 1,286.3 1,286.3 1,286.3 1,286.3 1,286.3 1,286.3 1,286.3 1,286.3

166.9 166.9

9.5 9.5

4.3 4.3

127.6 127.6

6.9 6.9

47.8 47.8

23.1 23.1 23.1 23.1 92.2

7.5 7.5

0.0
南部浄化センター建設

349.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1 23.1 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 462.7
349.2 349.2 349.2 349.2 349.2 349.2 349.2 349.2 349.2 349.2 349.2 349.2 349.2 372.3 395.3 418.4 462.7 462.7 462.7 462.7 462.7

349.2 12.8 12.8 12.8 12.8 196.6 0.0 0.0 76.6 87.4 0.0 0.0 0.0 23.1 23.1 23.1 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,749.0
1,223.5 1,236.3 1,249.2 1,262.0 1,274.9 1,471.5 1,471.5 1,471.5 1,548.1 1,635.5 1,635.5 1,635.5 1,635.5 1,658.6 1,681.6 1,704.7 1,749.0 1,749.0 1,749.0 1,749.0 1,749.0

※南部浄化センター建設後の既設処理場は、ポンプ場や調整池として活用することから、接続後も改築更新費を計上します。

【凡例】

終末処理場（既設）をストックマネジメント計画に基づき調査・劣化施設を更新

終末処理場の建設

終末処理場
既設処理場（公共移管）の改築更新※
南部浄化センター(公共下水道)の建設計画

処理区計 合計（ha） 1,749

南百合が丘 6.9 南百合が丘住宅地汚水処理場 1997.09

春日丘 7.5 面整備（2）

夏見瀬古口 92.2 面整備（1）

百合が丘 127.6 百合が丘ニュータウン汚水処理場 1985.10

新川 9.5 赤目ハイツ汚水処理場 1977.06

南部処理区

つつじが丘 166.9 つつじが丘汚水処理場 1979.05

すみれが丘 4.3 すみれが丘汚水処理場 1982.06

春日丘 47.8 学園山手コミュニティプラント 1997.11

南部計(ha) 462.7

中央計（ha） 1286.3

終末処理場
中央浄化センター（公共下水道）の改築更新
中央浄化センター(公共下水道)の建設計画

美旗第２ 64.2 面整備（1）

すずらん台 87.4 すずらん台汚水処理場 1980.12

うぐいす台藤が丘 21.4 うぐいす台汚水処理場 1975.09

桔梗が丘第２ 115.7
中村ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ
（美旗中村集落81戸）

1979.12

うぐいす台藤が丘 7.1 藤が丘団地汚水処理場 1983.12

美旗第１ 17.3 ニシザワ名張美旗駅前団地汚水処理場 1975.03

さつき台 3.3 桔梗が丘西７番町汚水処理場 1998.07

中央処理区
（旧北部）

さつき台 21.1 日鉱さつき台汚水処理場 1979.06

梅が丘 76.6 梅が丘団地汚水処理場

美旗第１ 22.3 美旗が丘汚水処理場 1975.03

1987.06

桔梗が丘第１ 38.7 面整備（6）

富貴ヶ丘 120.2 面整備（5）

鴻之台 38.6 面整備（4）

名張第３ 2.2 面整備（3）

名張第２ 49.4 面整備（2）

名張第１ 164.4 面整備（1）

鴻之台 45.7 区画整理（中央東） 2006.3

名張第３ 47.8 区画整理（中央西） 1987.3

富貴ヶ丘 23.2 富貴ヶ丘３期汚水処理場 1982.03

富貴ヶ丘 11.3 富貴ヶ丘２期汚水処理場 1975.07

富貴ヶ丘 25.1 富貴ヶ丘ﾆｭｰﾀｳﾝ汚水処理場 1972.05

桔梗が丘第１ 6.7 桔梗が丘西住宅汚水処理場 1978.05

桔梗が丘第１ 8.7 野村桔梗が丘住宅地汚水処理場 1994.02

桔梗が丘第１ 66.9 桔梗が丘第３汚水処理場 1977.10

1972.10

桔梗が丘第１ 47.7 桔梗が丘第２汚水処理場 1975.05

桔梗が丘第１ 47.9 桔梗が丘西ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ 1992.06

中期 長期

大型合併浄化槽区域を公共に接続するための接続幹線の整備

大型合併浄化槽区域（既設管渠）をストックマネジメント計画に基づき調査・劣化管を更新

未整備地区の面整備　四角内の数字は面積を示している。

計 備考
処理分区名

中央処理区
（旧中央）

緑が丘 31.6 緑が丘汚水処理場

処理区

処理分区

処理場区域
団地開発
完了年次

1973.03

桔梗が丘第１ 73.8 桔梗が丘第１汚水処理場

● 接続

●接続

● 接続

●接続

●接続

● 接続

● 接続

●接続

● 接続

●接続

● 接続

● 接続

● 接続

公下化

公下化

公下化

公下化
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５. 事業の課題 
 

 ■事業の効率化 

①有収率の改善 

本市の現状の有収率は、公共下水道事業で 90.34%、農業集落排水事業で 98.96%で

あり、類似団体と比較しても遜色ない数値となっています。管路の長寿命化対策に伴

う管路内調査結果を活用して、不明水対策を行うことで、有収率を維持・改善してい

くことが求められます。 

 

②維持管理費の削減 

本市の汚水処理費原価は類似団体の平均相当となっています。しかしながら、動力

費、材料費、人件費が高騰していることから、効率的な維持管理費の削減に取り組む

必要があります。 

 

 

 ■経営の安定性の確保 

①安定した経営基盤の構築 

公共下水道事業については、収入に対する償還金比率は低く、一般会計繰入金に依

存していない状況です。しかし、農業集落排水事業ついては、収入に対する償還金比

率は高く、一般会計繰入金に依存した経営となっていることから、経営の不安定さが

うかがえます。このことは、農業集落排水事業、戸別浄化槽事業において、2012（平

成 24）年度より公共下水道使用料との一元化により、使用料が引き下げられたことも

要因と思われます。水洗化人口については、中央処理区の整備が完了する 2030（令和

12）年度を境に減少に転じる予測となっていることから、使用料収入の減少など、今

後の経営環境は厳しさを増します。そのため、経営状況を適正に把握し、将来的に安

定した経営基盤を構築する必要があります。 

 

②使用料の適正化 

本市の経費回収率は、公共下水道事業が 100.60％に対し、農業集落排水事業が

68.88％であり、汚水処理に係る経費を使用料収入で賄えていない状況にあります。

汚水処理費の削減に尽力するとともに、適正な使用料について検討することが求めら

れます。 

 

③施設利用率の向上 

本市の施設利用率は、公共下水道事業については現在整備途中であり、農業集落排

水事業については 2018（平成 30）年度に供用開始した地域があるため、現在接続途

中で低迷しており、整備した施設を効率的に使用できていない状況が伺えます。今後、

効率的な施設利用が求められます。 

 

 

 ■老朽化施設の更新 

公共下水道事業では、既に老朽化した施設の更新に加え、今後の事業区域拡大に伴い、

耐用年数に近い経年化した施設の移管も受けるため、早い段階での更新時期が到来しま

す。農業集落排水事業及び戸別浄化槽事業についても、経年化による更新時期が順次到

来します。 

事業の平準化、施設の長寿命化による単年度における事業費の縮減などの検討が必要

となります。 
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第３章 経営戦略 
 

１. 基本方針 
下水道事業における課題の解消に向けて、名張市下水道事業経営戦略の基本方針を

次のとおり設定し、投資計画及び財政計画を検討します。 
 

■投資計画の基本方針 

美しい自然に包まれ快適に暮らせるまちを維持するため、下水道サービスの普及拡大

や、事業の継続に必要となる設備・管渠の改築更新が必要不可欠となっています。未普

及地域の解消に向けた整備や住宅団地の移管接続に取り組むとともに、処理施設規模の

適正化や統廃合、ストックマネジメント計画に基づく施設延命化の取組により、投資額

の平準化を含む中長期的な視点での効率的・効果的な投資を基本方針として、投資計画

を検討します。 

 

 

■財政計画の基本方針 

投資額の増加や、人口減少に伴う使用料収入の減少が見込まれる中、下水道事業の継

続が可能となるよう経費削減などの経営努力を前提として、使用料収入で事業に係る費

用を賄える経営を基本方針とします。 

また、接続率の向上による使用料の増収に加え、補助事業の活用、大規模修繕への起

債充当など、使用料以外の収入を最大限確保する財政計画を検討します。 
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２. 投資試算と財源試算による見通し 
公共下水道事業は、「名張市下水道整備マスタープラン」、「名張市公共下水道全体計

画」、「ストックマネジメント計画」に、農業集落排水事業は機能強化事業に基づいて、

計画期間を含む 50年間の投資額の見通しを設定するとともに、財源に関する検討条件

下（現行使用料体系、起債発行額は投資額に対して 50％程度）において、中長期的な

投資と財政収支の見通しを検討します。 

 

（１）投資試算 
投資内容については、未普及地域の解消に向けた処理場・管渠の整備と、事業継続

のための設備・管渠の改築更新が事業の中心になる見通しで、その事業量はこれまで

以上に膨大なものが想定されています。 

本市では 2020（令和 2）年度に公共下水道全体計画の変更を行いました。また、

2021（令和 3）年度にはストックマネジメント計画も策定しています。本経営戦略に

おいては、これらの計画を踏まえ、試算します。 

施設の改築更新においては、法定耐用年数を超過しており現地劣化調査を踏まえた

判断を行います（目標耐用年数は法定耐用年数の 1.5 倍程度）。 

設定した投資試算を図 3-2-1 に示します。 

計画期間の 10 年間で約 25.13 億円、計画期間以降の 10 年間で約 25.10 億円となり

ます。それ以降の平均は約 16.86 億円で推移していく見通しです。これは処理場や管

渠の新設が最初の 20年間に集中しており、それ以降は改築工事が中心となっていくた

めです。 

ただし、今後移管される予定である地域については、管渠の老朽度が不明で、改築

更新費用の試算が困難なため、本経営戦略における投資資産には見込んでいません。 

計画期間の 10 年間の内訳は、公共下水道事業が約 24.2 億円（89.2％）、農業集落排

水事業が約 2.9 億円（10.5％）、戸別浄化槽事業が約 0.03 億円（0.1％）となっていま

す。 

計画期間以降の 10 年間の内訳は、公共下水道事業が約 24.2 億円（89.3％）、農業集

落排水事業が約 2.8 億円（10.3％）、戸別浄化槽事業が約 0.1 億円（0.4％）となってい

ます。 

それ以降の平均の内訳は、公共下水道事業が約 14.4 億円（85.4％）、農業集落排水

事業が約 2.4 億円（14.2％）、戸別浄化槽事業が約 0.06 億円（0.4％）となっています。 
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図 3-2-1 年度別投資試算 
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（２）財源試算 
財源確保のため、施設整備に国庫補助金や企業債を活用していきます。また、既に

ストックマネジメント計画を策定しており、改築更新を実施する際にも、財源の一部

に補助金を充当します。 

収益的収入、支出の試算を図 3-2-2 に示します。 

投資資産において設定した検討条件下での収益的収支については、計画期間内を含

めた 50 年間で、最初の 16 年間は収益的収入の方が支出より多い状態となりますが、

2039（令和21）年度からは支出の方が上回り、赤字が継続した状態となります。また、

補填財源残高についても 2035（令和 19）年度から不足します。 
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図 3-2-2 収益的収入、支出 
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（３）投資目標・財源目標 
ア 投資目標 

今後、下水道事業経営が難しくなっていくことが予想されますが、投資を抑制して

しまうと、必要な整備や更新が行われず、施設状況の悪化を招いてしまいます。特に

管路は適切な更新時期に更新を行わなければ、経年老朽化率が高くなり、災害時にお

けるリスクが高まります。 

そのため、投資額の平準化を含む中長期的な視点を持った、公共下水道全体計画

（2020（令和 2）年度）、ストックマネジメント計画（2021（令和 3）年度）を策定し

ており、本経営戦略においては、これらを踏まえた投資目標を設定します。 

具体的な投資目標は以下のとおりです。 

 

○未普及解消を図るため 2030（令和 12）年度における中央処理区の整備率 100％ 

を目指します。また、2035（令和 19）年度における南部処理区の整備率 100％を 

目指します。 

○投資額の平準化を目指すことから、改築更新時期を目標耐用年数（法定耐用年数 

の 1.5 倍程度）に延伸して投資額を約 25 億円／年程度（2023（令和 5）年度～

2032（令和 14）年度の計画期間平均値）とします。 
 

 

指標 

2022.3 

（令和 4 年 3 月） 

現状 

2032 

（令和 14 年） 

目標 

中央処理区の整備率（％） 56 100 

南部処理区の整備率（％） 55 92 

 
 
 
 

イ 財源目標 
財源確保のため、計画期間内の財政目標を以下のとおり設定します。 

 

〇経常収支比率について、名張市全体で 100％以上を達成しており、今後も継続し 

た経費削減や使用料収入の増加に努め 100％以上を維持していきます。 

〇経費回収率について、名張市全体で 100％以上を達成しており、今後も 100％以 

上を維持していきます。 

 

 

指標 

2022.3 

（令和 4 年 3 月） 

現状 

2032 

（令和 14 年） 

目標 

経常収支比率（％） 105 100 以上 

経費回収率（％） 113 100 以上 

     備考：現状値は令和 3 年度名張市下水道事業会計決算書より 
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（４）投資・財政計画 
ア 投資計画の設定条件 
（ア）中央処理区の改築費、新設費、用地費に関する事項 
〇管渠 

 ・改築費→2021（令和 3）年度に策定したストックマネジメント計画に基づき算

定します。 

2023（令和 5）年度は予算数値を採用します。ただし、2041（令和 23）

年度以降は 2040（令和 22）年度の値で一定とします。 

 ・新設費→2020（令和 2）年度に変更した全体計画に基づき算定します。 

2023（令和 5）年度は予算数値を採用します。 

 

〇中央浄化センター 

 ・改築費→2022（令和4）年度から2026（令和8）年度は、2021（令和3）年度に

策定したストックマネジメント計画に基づき算定し、2025（令和9）

年度以降は2020（令和2）年度に変更した全体計画に基づき算定しま

す。 

2023（令和 5）年度は予算数値を採用します。ただし、2041（令和 23）

年度以降は 2040（令和 22）年度の値で一定とします。 

 ・新設費→2022（令和 4）年度から 2025（令和 5）年度は名張市の建設工事の予

定に基づき算定します。 

      2026（令和 8）年度から 2029（令和 11）年度は 2020（令和 2）年度

に変更した全体計画に基づき算定します。 

 

〇中村汚水中継ポンプ場 

 ・改築費→ありません。 

 ・新設費→2020（令和 2）年度に変更した全体計画に基づき算定します。 

 ・用地費→2020（令和 2）年度に変更した全体計画に基づき算定します。 

 

（イ）南部処理区の改築費、新設費、用地費に関する事項 

〇管渠 

 ・改築費→2021（令和 3）年度に策定したストックマネジメント計画に基づき算

定します。ただし、2041（令和 23）年度以降は 2040（令和 22）年度

の値で一定とします。 

 ・新設費→2020（令和 2）年度に変更した全体計画に基づき算定します。 

 

〇南部浄化センター 

 ・改築費→2022（令和 4）年度から 2031（令和 13）年度は、2021（令和 3）年

度に策定したストックマネジメント計画に基づき算定します。 

2023（令和 5）年度は予算数値を採用します。 

2032（令和 14）年度以降は次頁の考えで整理しています。 
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2032（令和14）年度以降は明確なスケジュールが決定していないため、

以下に示すとおり算定します。 

 

改築工事が残っている南部春日丘、南部南百合が丘、南部百合が丘

ポンプ場の整備する順番を 

 

 ①南部百合が丘ポンプ場 

 ②南部南百合が丘 

 ③南部春日丘 

 

とします。 

 

上記の①～③の施設それぞれで、土木建築工事を 2 年、機械電気工

事を 2 年間とし、土木建築工事の 2 年目と機械電気工事の 1 年目は

同じ年度で行うこととします。これにより各機場の工事期間が 3 年

間となり、合計して 9 年間の工事期間となります。 

金額についてはストックマネジメント計画に記載されている費用を

按分して算定します。 

 

2041（令和 23）年度以降は 2020（令和 2）年度に変更した全体計画

に基づき算定します。ただし、2041（令和 23）年度以降は 2040（令

和 22）年度の値で一定とします。 

 

 ・新設費→2020（令和 2）年度に変更した全体計画に基づき算定します。 

 ・用地費→2020（令和 2）年度に変更した全体計画に基づき算定します。 

 

（ウ）設計費に関する事項 

2021（令和 3）年度に策定したストックマネジメント計画に基づき算定します。 

2023（令和 5）年度は予算数値を採用します。 

2025（令和 5）年度以降は 5 年に 1 回ストックマネジメント計画を見直しています。

なお、2035（令和 15）年度以降は全体計画を 10 年に 1 回、実施計画は 5 年に 1 回

の見直しとしています。 

 

（エ）農業集落排水事業に関する事項 

・2022（令和 4）年度～2026（令和 8）年度 

→第2期(滝之原、薦原、川西)の整備を行うこととし、

名張市の農業集落排水事業の機能強化事業に基づき

算定します。 

2023（令和 5）年度は予算数値を採用します。 

 

・2025（令和 9）年度以降→毎年、年間 1 億円を計上します。 

 

（オ）浄化槽市町村整備推進事業に関する事項 

・事業費→耐用年数を 30 年とし、30 年経過した浄化槽を建替としています。将来

的に人口が減ることも考え、主流な 5 人槽の費用で算出しています。 

・修繕費→修繕の実績からトレンド推計により、予測式を設定し、共用平均経過年

数を基に、予測式に当てはめ、毎年の修繕費を算出しています。 
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（カ）維持管理費に関する事項 
〇動力費、薬品費、手数料 

 ・人口の予測結果から日平均汚水量を算出し、年間水量に換算しています。 

・令和 3 年度決算額と 2021（令和 3）年度年間汚水処理量より求めた各年度の年

間汚水量の比率で、費用を算出しています。 

※公共下水道と農業集落排水事業に分けて算出しています。 

 

〇修繕費、委託料、工事請負費 

 ・令和 3 年度決算値が、今後も続くと設定しています。 

 

 

イ 財政計画の設定条件 

（ア）使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項 

年間汚水量に㎥当たりの単価を乗じて算出しています。 

公共下水道や農業集落排水は、区域拡大により区域内人口及び水洗化人口は伸びが

予測されます。一方で高齢化や少子化のため横ばいとなっていた人口が減少に転じる

ことや、節水意識の向上、節水機器の使用による汚水量の減少及び水洗化率の伸び悩

みにより、使用料収入の大幅な増加は見込めない見通しです。 

将来的には、適正な使用料の設定について検討していきます。 

 

（イ）企業債残高に関する事項 

下水道事業の建設改良費については、企業債で賄っています。起債が許可されてい

るため、その借入条件を以下に示します。 

（将来企業債の借入条件） 

・据置期間 5 年 

・償還期間 25 年 

・利率 0.5％ 

また、算出方法は前年度の企業債残高から、当年度の元金償還額を除き、当年度の

建設改良費の財源としている企業債発行分と、資本費平準化債を加算して算出してい

ます。 

今後 10年間ほどは元金償還額が多く、その後は事業計画に伴う企業債発行が今まで

より少ないため企業債残高は減少します。 

 

（ウ）基準内繰入金に関する事項 

本市の中期財政計画を使用しています。ただし、資本費（減価償却費から長期前受

金戻入を除きます。）は投資試算の数値を反映しています。 

※中期財政計画数値よりも減価償却費が減少するので繰入額が下がります。計画期

間内に建設改良した処理場の耐用年数は、38 年としています。総務省地方公会計

の整備促進に関するワーキンググループ公開の耐用年数を基にしています。 

 

（エ）資本費平準化債の発行に関する事項 
算定方法は、元金償還額（資本費平準化債除きます。）－（減価償却費－長期前受

金戻入）としています。 

（発行条件） 

・据置期間 5 年 

・償還期間 20 年 

・利率 0.5％ 
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（オ）投資以外の経費についての事項 

a 給与費に関する事項 
2026（令和 8）年度に処理場の人員を 1 人増加としているため、2026（令和 8）年

度から給与費は増加しています。 

 

b 薬品費に関する事項 

仕入れ方法の見直しや、包括的民間委託の活用により、将来の薬品費の抑制が図れ

ると想定されます。本経営戦略における投資財政計画では、過年度の実績から算定し

た薬品費に設定します。 

 

c 動力費に関する事項 

電力の契約について入札を実施する、機器の更新時に省電力タイプを選択する等の

対策により、将来の動力費の削減が図れると想定されます。本経営戦略における投資

財政計画では過年度の実績から算定した動力費に設定します。 

 

d 修繕費に関する事項 

ストックマネジメント計画を策定することにより、計画的かつ効率的な施設管理が

可能となり、修繕費の削減が期待されます。本経営戦略における投資財政計画では過

年度の実績から算定した修繕費に設定します。 

 

e 委託費に関する事項 

維持管理に係る委託費については、包括的民間委託の活用により、その削減が期待

されます。本経営戦略における投資財政計画では過年度の実績から算定した委託費に

設定します。 

 

f 物価変動に関する事項 

「「経営戦略」の改定推進について」（令和 4 年 1 月 25 日付け総務省自治財政局公営

企業課長、公営企業経営室長、準公営企業室長通知）において、「物価上昇等を反映

した維持管理費、委託費、動力費等の上昇傾向等の的確な繁栄」とあることから、委

託料、修繕費、路面復旧費、動力費、工事請負費、手数料、薬品費について、近年の

物価変動を加味しています。 

海外では過去 35 年間で約 100％の物価上昇、日本では過去 35 年間で約 20％の物価

上昇となっています。輸入の多い日本において海外の物価上昇による影響は避けられ

ず、近年では日本も 1 年間に約 4％の物価上昇となっています。 

また、この傾向が 1～2年で終わるとは予測できず、当面の間続くと考えられ、計画

期間中は続くものと想定しました。計画期間終了後以降については見通しが立てられ

ないことから、一定とします。 

具体的には、現状の物価上昇が計画期間である 2032（令和 14）年度まで続くと想

定し、毎年 4%ずつ上昇させて、2033（令和 15）年度以降は 2032（令和 14）年度の

数値である 36％で推移させています。 
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ウ 投資財政計画 

計画期間である 10年間の将来の歳入・歳出のシミュレーションを行った結果を次頁

に示します。 

今回の投資・財政計画では収支ギャップは生じないことから、計画期間での使用料

改定の必要はありません。また、計画期間の後も、しばらく収支ギャップは生じませ

ん。 

計画期間における経常収支比率及び経費回収率を図 3-2-3 に示します。経常収支比

率は 2024（令和 6）年度以降は 100％を達成しています。 

また、経費回収率についても、2024（令和 6）年度以降は 100％を達成しています。 

将来は、人口減少に伴う使用料収入の減少や、物価上昇による支出の増加等により、

経営環境が厳しくなり、2035（令和19）年度以降は補填財源がマイナスになります。 
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表 3-2-1 投資・財政計画  名張市全体 

 

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 913,225 907,526 983,652 1,019,901 1,055,598 1,090,672 1,127,910 1,158,231 1,191,091 1,185,971 1,183,785
(1) 912,729 907,093 983,162 1,019,411 1,055,108 1,090,182 1,127,420 1,157,742 1,190,601 1,185,481 1,183,295

(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) 496 433 490 490 490 490 490 490 490 490 490

２． 1,623,294 1,698,161 1,608,796 1,647,457 1,631,990 1,596,574 1,601,455 1,606,323 1,543,569 1,451,973 1,427,377
(1) 722,572 802,696 719,408 737,721 729,192 709,368 707,074 708,141 707,211 696,632 682,582

722,572 802,696 718,958 737,271 728,742 708,918 706,624 707,691 706,761 696,182 682,132

0 0 450 450 450 450 450 450 450 450 450

(2) 898,014 893,620 884,929 905,277 898,339 882,747 889,922 893,722 831,899 750,882 740,336

(3) 2,708 1,845 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459

(C) 2,536,519 2,605,687 2,592,448 2,667,358 2,687,588 2,687,246 2,729,365 2,764,554 2,734,660 2,637,943 2,611,162
１． 2,358,563 2,537,043 2,293,482 2,377,605 2,410,575 2,422,475 2,477,243 2,529,791 2,516,725 2,463,020 2,477,312

(1) 88,640 89,798 79,001 79,001 84,001 84,001 84,001 84,001 84,001 84,001 84,001

40,816 40,708 36,611 36,611 41,611 41,611 41,611 41,611 41,611 41,611 41,611

6,969 6,676 6,279 6,279 6,279 6,279 6,279 6,279 6,279 6,279 6,279

40,855 42,414 36,111 36,111 36,111 36,111 36,111 36,111 36,111 36,111 36,111

(2) 930,861 1,087,910 879,199 945,139 977,526 999,886 1,047,262 1,082,383 1,118,306 1,146,493 1,176,770
171,114 223,771 127,196 136,369 145,827 155,530 165,855 175,463 185,740 190,514 195,732

70,249 99,668 67,918 70,500 73,084 75,668 78,235 80,822 83,338 85,909 88,499

5,092 6,747 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590

684,406 757,724 680,496 734,680 755,025 765,099 799,582 822,509 845,638 866,481 888,950

(3) 1,339,062 1,359,335 1,335,282 1,353,465 1,349,048 1,338,587 1,345,981 1,363,407 1,314,418 1,232,526 1,216,541

２． 192,824 193,261 173,362 166,809 163,031 155,951 147,755 139,856 131,510 121,854 112,374
(1) 182,824 183,261 173,310 166,757 162,979 155,899 147,703 139,804 131,458 121,801 112,322

(2) 10,000 10,000 52 52 52 52 52 52 52 52 52

(D) 2,551,387 2,730,304 2,466,844 2,544,414 2,573,606 2,578,426 2,624,998 2,669,647 2,648,236 2,584,874 2,589,686
(E) △ 14,868 △ 124,617 125,604 122,944 113,982 108,820 104,367 94,907 86,424 53,069 21,476
(F) 277 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 910 910 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218

(H) △ 633 △ 900 △ 1,218 △ 1,218 △ 1,218 △ 1,218 △ 1,218 △ 1,218 △ 1,218 △ 1,218 △ 1,218
△ 15,501 △ 125,517 124,386 121,726 112,764 107,602 103,149 93,689 85,206 51,852 20,259

(I) △ 150,641 △ 276,158 △ 151,772 △ 30,046 82,718 190,320 293,469 387,158 472,364 524,216 544,474

(J) 2,153,693 2,597,056 1,169,032 1,290,292 1,333,159 1,337,158 1,332,420 1,298,147 1,217,400 1,087,967 971,930

304,062 300,158 309,832 309,832 309,832 309,832 309,832 309,832 309,832 309,832 309,832

(K) 2,367,704 3,055,278 1,333,865 1,361,643 1,391,690 1,441,647 1,507,839 1,542,997 1,597,743 1,613,678 1,594,928

731,177 754,877 809,213 836,991 867,037 916,995 983,187 1,018,345 1,073,091 1,089,026 1,070,276

1,623,970 2,268,574 509,656 509,656 509,656 509,656 509,656 509,656 509,656 509,656 509,656

( I )
(A)-(B)

(L) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

(M) 913,225 907,526 983,652 1,019,901 1,055,598 1,090,672 1,127,910 1,158,231 1,191,091 1,185,971 1,183,785

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(N) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

(O) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

(P) 913,225          907,526          983,652          1,019,901       1,055,598       1,090,672       1,127,910       1,158,231       1,191,091       1,185,971       1,183,785       

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

令和14年

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益

本年度 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年

⻑ 期 前 受 金 戻 入

令和10年 令和11年 令和12年 令和13年

そ の 他
営 業 外 収 益

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

支 払 利 息

そ の 他
収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

流 動 資 産

そ の 他
支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

0% 0%

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 0%

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率 (（L）/（M）×100)

0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0%

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 1,301,300 1,833,000 1,163,162 1,697,277 1,064,350 840,297 936,750 890,437 623,697 663,400 1,566,839

180,800 209,500 202,000 192,900 215,600 248,000 282,100 327,600 343,000 383,400 388,200

２． 10,105 6,660 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 998,926 1,411,439 998,288 1,310,923 826,050 629,243 691,950 598,723 280,343 280,000 1,292,701

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 14,018 1,768 9,788 9,788 9,788 9,788 9,788 9,788 9,788 9,788 9,788

(A) 2,324,349 3,252,867 2,196,121 3,042,871 1,925,071 1,504,211 1,663,371 1,523,831 938,711 978,071 2,894,211

(B)
(C) 2,324,349 3,252,867 2,196,121 3,042,871 1,925,071 1,504,211 1,663,371 1,523,831 938,711 978,071 2,894,211

１． 2,157,616 3,059,953 2,017,865 2,873,715 1,733,215 1,279,955 1,405,015 1,219,975 619,455 618,415 2,529,755

54,131 53,489 53,022 53,022 53,022 53,022 53,022 53,022 53,022 53,022 53,022

２． 693,581 731,177 773,732 809,213 836,991 867,037 916,995 983,187 1,018,345 1,073,091 1,089,026

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 5,010 5,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 2,856,207 3,796,140 2,791,596 3,682,927 2,570,206 2,146,992 2,322,009 2,203,162 1,637,799 1,691,505 3,618,781

(E) 531,858 543,273 595,476 640,057 645,135 642,782 658,639 679,332 699,089 713,435 724,570

１． 432,060 399,371 508,501 503,698 568,379 589,340 599,528 628,589 673,990 589,235 502,529

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,160 128,182

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 99,798 143,902 86,975 136,358 76,756 53,442 59,110 50,764 25,115 25,051 93,865

(F) 531,858 543,273 595,476 640,057 645,135 642,782 658,639 679,352 699,105 713,446 724,576
0 0 0 0 0 0 0 △ 21 △ 16 △ 11 △ 5

(G)

(H) 14,351,080 15,452,903 15,842,333 16,730,397 16,957,756 16,931,016 16,950,771 16,858,021 16,463,373 16,053,682 16,531,495

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

722,572 802,696 718,958 737,271 728,742 708,918 706,624 707,691 706,761 696,182 682,132

703,953 703,707 548,531 562,950 557,100 536,301 532,489 537,077 538,927 556,074 568,123

18,619 98,989 170,427 174,321 171,642 172,617 174,136 170,614 167,834 140,107 114,009

10,105 6,660 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883

10,105 6,660 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883 24,883

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

732,677 809,356 743,841 762,154 753,625 733,801 731,507 732,574 731,644 721,065 707,015

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和12年 令和13年 令和14年

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年令和5年

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)
他 会 計 借 入 金 残 高
企 業 債 残 高

本年度

他 会 計 へ の 支 出 金
そ の 他

計
資本的収入額が資本的支出額に
不足する額           (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金
利 益 剰 余 金 処 分 額
繰 越 工 事 資 金
そ の 他

計

資
本
的
支

出

建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 与 費
企 業 債 償 還 金
他 会 計 ⻑ 期 借 入 返 還 金

固 定 資 産 売 却 代 金

そ の 他
計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

令和13年

他 会 計 補 助 金
他 会 計 負 担 金
他 会 計 借 入 金
国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

令和14年

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債
う ち 資 本 費 平 準 化 債
他 会 計 出 資 金

本年度 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年

工 事 負 担 金

令和10年 令和11年 令和12年
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図 3-2-3 経常収支比率、経費回収率 
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第４章 経営健全化の取組 
 

策定した投資・財政計画の実現に向けて、また、整備・改築に伴う投資額の増加や人口

減少に伴う使用料収入の減少等の下水道事業が抱える課題に対し、より一層の効率的な経

営を実現するために、以下に示す取組を進めます。 

 

１. 支出削減の取組 
 

■延命化による効率的な投資 

将来の更新対象施設の増加に対して、ストックマネジメント計画に基づき、施設の延

命化に取り組んでいます。法定耐用年数を超過した施設を即座に改築更新するのではな

く、老朽化の状態を調査して不可欠な設備について改築更新を行い、修繕で対応できる

設備は延命化を実施します。 

これらの取組により、投資額の平準化や削減を進めて経営基盤の安定化を図ります。 

 

2020（令和 2）年度から継続してストックマネジメント計画を実施しています。 

 

■経費の削減 

公共下水道事業・農業集落排水事業及び浄化槽市町村整備推進事業における下水道施

設の運転管理について、包括的民間委託の導入を検討し、一括した維持管理委託による

経費削減を図ります。 

光熱費や薬品費については、運転管理に必要な経費の中でも、支出割合の多くを占め、

時期や社会情勢の影響を受けやすいものとなっています。低価格の電力会社からの供給

へと変更することや、機器更新の際に環境配慮型の機器を選定することで省エネ、加え

て CO2 削減を図ること、薬品においては品質を維持した上で低価格のものを採用するこ

となど、脱炭素も考慮し、経営安定のために費用削減を検討します。 

 

2025（令和 5）年度から継続して包括的民間委託の導入を検討します。 

 

■民間技術活用に関する事項（公民連携） 

下水道処理施設の運転管理並びに窓口業務を民間業務委託し、経営の合理化・効率化

を図っています。 

今後は、民間の技術力や知識を活用し、維持管理委託の業務内容を見直し、公民連携

体制を執ることにより、使用者から求められるサービスの向上、様々な分野からの資金

の利活用、施設の維持管理に必要な物資の調達など幅広く情報を収集し、安定した経営

状況を目指します。 

 

2025（令和 5）年度から継続して包括的民間委託の導入を検討します。 

 

■広域化・共同化・最適化に関する事項 
今後の人口減少等に伴う料金収入の減少、施設等の老朽化に伴う更新事業の増大や維

持管理費の増加などが危惧されることから、既存施設の規模・処理方式の見直しや再

編・統廃合の検討、維持管理業務の包括的民間委託などの活用を検討するとともに、近

隣市町等を加えた下水汚泥の共同処理、維持管理業務の共同化についても検討します。 

 

2020（令和 2）年度から継続して汚泥の共同処理計画を実施しています。 

2025（令和 5）年度から継続して農業集落排水の統廃合を検討します。 
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２. 収入確保の取組 
 

■広報活動 

下水道事業に係る経費の負担区分は、「汚水私費」が原則となっています。公共用水

域の水質保全への効果が高い高度処理の経費を除き、使用料により独立採算で運営する

事業であるとともに利用者の皆様にとって重要なライフラインとなっています。下水道

事業を継続するために必要となる決算状況や事業進捗の状況などを十分に説明するとと

もに、下水道事業の取組について適切な広報活動を行います。 

また、啓発などによる接続促進により水洗化率の向上、収納率の向上を図り、安定し

た経営を目指します。 

 

施設見学、出前トーク、接続促進の啓発文書配布などを適宜、実施しています。 

 

■下水道使用料の適正化 

計画期間では使用料適正化の検討の必要性はありませんが、投資・財政計画を検討し

た結果、整備・改築に伴う投資額の増加や人口減少に伴う使用料収入の減少等により、

下水道事業を取り巻く将来の財政事情は厳しい状況になる見通しです。 

将来にわたり安定した下水道サービスを提供するために、適正な下水道使用料につい

て必要に応じ今後検討する予定です。 

 

経営環境の変化に応じて 2039（令和 21）年度までに使用料の改定を検討します。 

 

 

（参考） 

使用料改定を行わない場合、計画期間後の 2039（令和 21）年度から当年度純利益が赤

字となり、経常収支比率は 2041（令和 23）年度から、経費回収率は 2039（令和 21）年度

から目標である 100％を下回ります。そこで 100％を下回る前の 2038（令和 20）年度に使

用料改定をすると仮定します。 

使用料改定率を 20％にした場合、経常収支比率、経費回収率は目標である 100％を超え

ますが、経常収支比率は 2058（令和 40）年度に経費回収率は 2055（令和 39）年度に再び

目標である 100％を下回ります。 

 

 

 

 

３. 新たな接続先に対する取組 
 

今後移管される予定の地域について、移管後速やかに管渠状況を調査し、ストックマ

ネジメント計画を改定します。ストックマネジメント計画改定後、経営戦略にその内容

を盛り込みます。 

これらの取組により、投資額の平準化や削減を進めて経営基盤の更なる安定化を図り

ます。 

 

新たに移管される度に早期に実施します。 
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４. その他の取組 
 

■組織、人材に関する事項 

現在、下水道は作業効率を考慮し、経営総務室、下水道建設室、下水道維持室の三つ

の係で業務に当たっています。今後、排水設備計画届出等の電子申請、管路施設情報の

オンライン閲覧のような DX を推進するなど、更なる効率化を目指し、能率的な組織体

制を検討します。 

さらに、施設の更新や公営企業会計の適用など業務が煩雑化する中、職員の技術力を

向上させるため、外部講習会等を活用して人材育成を図ります。また、施設の整備、更

新に対応できるよう、適正な定員の検討を行い、適切な職員配置の維持に努めます。 

 

業務内容に応じて適宜、組織体制の適正化を実施しています。 

 

■関連計画の適切な見直し 

本経営戦略の期間内は、経常収支比率、経費回収率ともに 100％以上となる見通しで

すが、更なる物価上昇による経費の増加、人口減少に伴う使用料収入の減少、改築更新

事業量の急激な増加など、不確定な要素があるため、長期的な経営環境が明るいとは言

えません。そのため、下水道の上位計画である淀川水系木津川上流水域流域別下水道整

備総合計画見直し及び事業進捗状況並びに国の施策や国庫補助金等の制度変更など、状

況変化に応じて、適切に事業計画の見直しを行います。 

 

上位計画や国の制度変更に合わせて、適宜、見直しを実施しています。 
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第５章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 
 

名張市下水道事業経営戦略では、将来の投資・財源を予測した上で、2023（令和 5）～

2032（令和 14）年度の投資・財政計画を策定しています。 

経営戦略の PDCA サイクルによりマネジメントし、投資・財政計画の進捗を管理してい

きます。また、人口減少、物価上昇などの社会情勢の変化や、上位計画である淀川水系木

津川上流水域流域別下水道整備総合計画見直し及び事業進捗状況並びに国の施策や国庫補

助金等の制度変更による影響を受けると本経営戦略の変更が必要になる可能性があります。

外部要因による影響も踏まえ、計画期間の中間年に当たる 2025（令和 9）年度に、それま

での取組や投資・財政計画を検証し 2028（令和 10）年度以降の施策や目標値等の再設定

を行います。 

 

 

 
 

 

 
図 5-1-1 PDCA サイクルによる管理（マネジメント） 
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参考資料（用語集） 
 
【あ】 

 

一般会計繰入金 

一般会計から下水道事業会計に収入する財源のこと。 

 

営業外収益 

主たる営業活動以外の原因から生じる収益のことで、下水道事業においては、長期前受

金戻入や他会計からの補助金等が該当する。 

 

営業外費用 

主たる営業活動以外の活動により生じる費用のこと。 

 

営業収益 

主たる営業活動により発生する収益のことで、下水道使用料などが含まれる。 

 

営業費用 

主たる営業活動により生じた費用のことで、処理施設の維持管理費や減価償却費等が含

まれる。 

 

汚水 

 生活又は生産活動などの事業に起因して生ずる排水のこと。汚水には、水洗便所による

し尿、雑排水、工場や事業場から排出される工場排水などが含まれる。 

 

汚水処理原価 

有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用のこと。汚水維持管理費（管渠費、ポンプ

場費、処理場費など）と汚水資本費（汚水に係る企業債等利息及び減価償却費）に分けら

れる。 

 

 

【か】 

 

管渠 

汚水を収集し、処理場まで運ぶための排水管とマンホールの総称のこと。 

 

合併浄化槽 

 し尿と生活雑排水を併せて処理する施設のこと。 

 

官庁会計方式 

現金の収入及び支出の事実に着目して経理する現金主義の会計方式のことで、「単式簿

記」を採用している。 

 

企業債 

地方公営企業が行う建設改良事業などに要する資金に充てるために発行する地方債（国

などからの長期借入金）のこと。 
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繰出基準 

一般会計が負担すべき経費の算定基準であり、公費と私費の経費負担区分における公費

負担経費の基準を表したもの。繰出基準は、毎年度国から通知が出されている。繰出基準

に基づいて算定された一般会計繰入金を基準内繰入金といい、これ以外の一般会計繰入金

を基準外繰入金という。 

 

経常収支比率 

当該年度において、下水道使用料や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支

払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標のこと。 

 

経費回収率 

下水道使用料で回収すべき経費を、どの程度下水道使用料で賄えているかを表した指標

のこと。 

 

下水道施設 

下水を排除するための施設のこと。主に管路施設や処理施設、ポンプ施設等がこれに当

たる。 

 

減価償却 

固定資産の価値は次第に減少していくため、固定資産の原価を費用に配分する手続のこ

と。 

 

減価償却費 

減価償却に伴って計上する費用のこと。実際にお金を支払うものではないため、「現金

を伴わない支出」とされている。 

 

公営企業会計 

現金の支出の有無にかかわらず経済活動の発生という事実に基づいて経理を行うという

発生主義による会計方式で、「複式簿記」を採用している。 

 

公共用水域 

河川、湖沼などの公共の用に供される水域及びこれに接続する水路のこと。 

 

公共下水道 

下水道のうち、主として市街化区域における下水を排除し、又は処理するために、市町

村が主体となって運営する下水道のこと。 

 

国立社会保障人口問題研究所 

国勢調査の結果を基に、人口や世帯数の将来推計や社会保障費に関する統計等を行って

いる機関のこと。 

 

固定資産 

企業が保有している資産で、具体的なものである「有形固定資産」、法律上の権利等を

示す「無形固定資産」等がある。固定資産のうち、減価償却すべきものを「償却資産」と

いう。 
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戸別浄化槽 

下水道管が通ってない場所に設置するものであり、各家庭や施設に設置するトイレの排

水や生活排水をきれいな水に処理する装置のこと。 

 

コミュニティ・プラント 

開発団地や既存集落などにおける地域の汚水処理施設のこと。 

 

 

【さ】 

 

事業別普及率 

行政人口のうち、どのくらいの人が下水道を使えるようになったかを示す割合のこと。 

 

資金 

事業の運営や経営を行っていく中で使用される金銭のこと。 

 

支払利息 

企業債等の借入金により支払うこととなる利息。営業外費用に含まれる。 

 

資本的収支 

収益や費用に当たらないとして収益的収支に計上しないもの。資産の購入・下水道施設

の構築、補助金の受領、企業債の借入や償還等のこと。 

 

処理場 

汚水を最終的に処理して河川その他の公共用水域に放流するために、下水道の施設とし

て設けられる処理施設及びこれを補完する施設のこと。 

 

収益的収支 

1 事業年度の企業の経済活動に伴って発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用

を意味し、一般的に赤字・黒字といわれるものは、この収支のこと。 

 

水洗化人口 

処理区域内人口のうち、実際に公共下水道や農業集落排水に接続して汚水を処理してい

る人口のこと。 

 

水洗化率 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を

表した指標のこと。 

 

ストックマネジメント（SM）計画 

長期的な視点で公共下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況の現況を把握し、リスク

評価等による優先順位付けを行った上で、施設の点検・調査、修繕・改築等を実施し、施

設全体を対象とした施設管理を最適化することを目的として策定した計画のこと。 

 

全体計画 

下水道事業における全体計画は、汚水関連のマスタープランに定められた目標等に基づ

き、将来的な下水道施設の配置計画を定めた計画のこと。 
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損益勘定留保資金 

減価償却費などの「現金を伴わない支出」により、企業内に留保される自己資金のこと。 

 

 

【た】 

 

脱炭素社会 

温暖化ガスを最小限に抑え、回収して「CO2排出実質ゼロ」を目指す社会のこと。 

 

地方公営企業 

地方公営企業法に基づき地方公共団体が経営する企業活動のこと。水道事業、下水道事

業、交通事業、病院事業等がその代表的なもの。 

 

地方債 

地方公共団体が資金調達のために借り入れることによる債務で、その償還が一会計年度

を超えて行われるものをいう。 

 

長期前受金 

減価償却を行うべき固定資産の取得又は改良に充てるために受け入れた補助金や負担金

のこと。「繰延収益」として整理される。 

 

長期前受金戻入 

繰延収益の償却に伴い計上する収益のこと。実際にお金が収入されるものではないため、

「現金を伴わない収入」とされている。 

 

長寿命化 

施設の計画的・効率的な更新、修繕、管理の最適化を推進し、ライフサイクルコストの

最小化、予算の最適化を図ること。 
 

デジタルトランスフォーメーション（DX） 

下水道事業が抱える課題や社会経済情勢の変化に伴う新たな要請への対応を見据え、デ

ータとデジタル技術の活用基盤を構築し、更にこれを徹底活用することで、業務そのもの

や、組織、プロセスを変革し、下水道の持続と進化を実現させることにより、国民の安全

で快適な生活を実現すること。 

 

 

【な】 

 

農業集落排水 

農業集落地域から発生したし尿、生活雑排水などの汚水を処理する下水道のこと。 

 

農業集落排水の機能強化 

供用を開始して 5 年以上経過している農業集落排水施設を改築することにより、本来の

機能を回復し、又はそれ以上の機能に強化し、若しくは新たな機能を付加すること。 
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【は】 

 

PDCA サイクル 

業務プロセス管理手法の一つで、Plan（計画）-Do（実施）-Check（検証）-Action（見

直し）の 4 段階を繰り返すことによって、継続的な改善を目指していく手法のこと。 

 

法定耐用年数 

法律に定められた会計法上の資産の耐用年数を指す。 

 

包括的民間委託 

維持管理などで複数の業務を一体的（包括的）に発注し、また、複数年契約にて民間企

業に委託すること。これにより民間企業の知識や技術を生かしつつ業務の効率化を図り、

委託料の低減化を図る。 

 

補填財源 

 資本的収支は通常、支出に対して収入が不足することとなるが、この不足額に充てる財

源を補填財源という。損益勘定留保資金や積立金などが補填財源に使用される。 

 

 

【ま】 

 

マンホール 

 下水管渠と地上をつなぐ施設で、下水管渠の維持管理（点検、調査、清掃、修繕、改築

等）を目的として設けられる施設のこと。 

 

マンホールポンプ場 

低地や管渠が深くなり過ぎて自然流下で下水が流せなくなった場所等に設けられ、マン

ホールの中に設置したポンプで下水を揚水して、再び自然流下で流せるようにする中継施

設のこと。 

 

 

【や】 

 

有形固定資産 

形の有る固定資産。管路施設や処理場施設もこれに当たる。 

 

有収水量 

処理した汚水のうち、下水道使用料徴収の対象となる水量のこと。 

 

有収率 

下水道事業においては、処理した汚水水量のうち、使用料徴収の対象となった有収水量

の割合のこと。 

 

 

【ら】 

 

利益剰余金 

 収益的収支から生じた利益（純利益）を積み立てた額。企業内部に留保しているもの。 
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流動資産 

 現金や原則 1 年以内に換金できる資産のこと。現金、預金、未収金等が該当する。 

 

流動負債 

支払期限が 1 年以内に到来する負債のこと。1 年以内に償還する企業債や未払金などが

該当する。 

 

類似団体 

総務省が公表する経営比較分析表における類似団体区分による。 




